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私立高等学校高校生等臨時支援金の受給資格認定申請について（通知） 

このことについて、受給資格の認定を行いますので、下記１の提出書類を取りまとめの上、令和７年８

月19日（火）まで【必着】に提出してください。 

記 

１ 提出書類（ただし、保護者等が臨時支援金をオンラインで申請をする場合、(1)は提出不要） 

(１) 私立高等学校高校生等臨時支援金受給資格認定申請書（様式１） 

 (２) 就学支援金の受給資格認定結果一覧（就学支援金様式５（別添１又は別添２））又は収入状況審

査結果一覧（就学支援金様式16（別添）） ※e-Shienにて作成 

２ e-Shienシステムについて（業務マニュアルは令和７年度臨時支援金対応向け業務マニュアル（学校・

学校管理団体・支給権者用）2025.6.27第01.00版です。） 

 (１) 審査情報・臨時支援金同意区分の確認・更新（業務マニュアル３ページ～）を行ってください。 

ア 臨時支援金をオンラインで申請する場合（業務マニュアル２ページ 対応番号：１） 

     臨時支援金同意区分が「同意する」であることを確認 

   イ 臨時支援金を紙で申請する場合 

     臨時支援金同意区分が「未登録」であることを確認 

    ※ 就学支援金がオンライン申請の場合…業務マニュアル２ページ 対応番号：３ 

      就学支援金が紙申請の場合…業務マニュアル２ページ 対応番号：４ 

 (２) システムの登録内容に誤りがないか、申請書等を突合し、提出前に確認してください。 

(３) 単位制の場合は、別添「支給一覧」に履修状況等を記載し、上記１の書類と合わせて提出するこ

と。（電子ファイルで提出） 

３ その他 

受給資格認定申請に係る留意事項について、別紙１「私立高等学校高校生等臨時支援金受給資格認定

申請に係る留意事項」及び「高等学校等就学支援金オンライン申請システム e-Shien申請者向け利用マ

ニュアル 臨時支援金申請編」を確認してください。 

また、今後の事務処理については、別紙２「私立高等学校高校生等臨時支援金の事務処理について」

を確認してください。 
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